
五所川原市放課後児童健全育成事業業務委託仕様書  

五所川原市放課後児童健全育成事業（以下「放課後児童クラブ」という。）の業務を委託するた

めの仕様書について、次のとおり定める。放課後児童クラブの運営業務受託者が行う業務の内容

及びその範囲等は、関係法令等によるほか、本仕様書による。 

 

１ 委託業務名  

五所川原市放課後児童健全育成事業業務委託 

 

２ 業務委託の目的 

 放課後児童クラブは、児童福祉法に基づき保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対

し、小学校の授業終了後等に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものであ

る。本業務を委託することで放課後児童クラブ支援員等（以下「支援員等」という。）の資質の向

上を図り、民間事業者の安定した質の高いサービスにより放課後児童クラブを効果的に行うこと

を目的とする。 

 

３ 業務実施場所等  

 業務実施場所等については「別表１」のとおりとする。 

 

４ 対象児童 

 対象児童は、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童とする。 

 

５ 法令等の遵守 

放課後児童クラブの運営にあたっては、本仕様書のほか、放課後児童健全育成事業（放課後児

童クラブ）に係る関係法令等を遵守しなければならない。特に次の法令等に留意すること。 

①   児童福祉法（昭和 22年法律第 164号） 

②   放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成 26年厚生労働省令第 63号） 

③   放課後児童健全育成事業実施要綱（平成 29年 4月 3日雇児発 0403第 20号別紙） 

④   放課後児童クラブ運営指針（平成 27年 3月 31日雇児発第 0331第 34号別紙） 

⑤   五所川原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 26年

五所川原市条例第 20号） 

⑥   五所川原市放課後児童クラブ運営規定 

※受託期間中に法令の改正又は関係通知等があった場合においては、その対応方法及び対応時

期については、市と協議して決定するものとする。 

 

６ 業務実施に関する基本的な事項 

（１）放課後児童クラブの維持管理に関すること 

（２）放課後児童クラブの入会申請の受付、その他入退会に関する業務（休会受付含む） 

（３）おやつ代等の徴収に関すること 

（４）人事、給与、勤怠管理に関すること 
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（５）職員の指導・研修に関すること 

（６）事業における児童の安全・健康管理及び指導、保護者対応、事業運営に関すること 

（７）事業運営の企画、立案、調査研究に関すること 

（８）委託料の執行に係る金銭の出納、収支事務に関すること 

（９）その他事業運営に必要な事項のうち、受託者において行うことが適当なもの 

 

７ 運営に関する基本的な考え方 

 本事業は委託者である市が実施主体であることから、その提供サービスは均一かつ公平に提供

されるべきものであることに留意し、本仕様書に基づき、安定的、円滑に運営を行わなければな

らない。また、市が事業の安定的、効果的、効率的な運営・管理並びに利用者サービスの向上・

安全確保ほかその便益確保等のために行う指導等については、これに従い運営・管理業務を遂行

すること。 

（１）事業の目的を十分に理解し、児童の健全育成や安全の確保を図るとともに、子育て家庭の

保護者が安心して働ける環境づくりに資するよう運営を行うこと。 

（２）市、学校、地域との連携を図り、公平・公正な運営を行うこと。 

（３）支援員等の資質の向上を図ること。 

（４）利用者の平等な利用を確保し、サービスの質の向上及び均一化を行うこと。 

（５）施設の適切な運営及び経費の縮減を図ること。 

（６）個人情報の保護を徹底すること。 

 

８ 開所日及び開所時間 

（１）開所日 

  次に掲げる日を除く日とする。ただし、市が特に必要があると認めるときは臨時に変更する

ことができる。 

①  日曜日 

②  国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

③  年末年始（１２月２９日から翌年１月３日） 

④  風水害等の緊急災害発生の恐れのある場合（学校に準ずる） 

（２）開所時間 

 開所時間は、次のとおりとする。ただし、市が特に必要があると認めるときは臨時に変更す

ることができる。 

 ①  平日は下校時から午後６時まで 

 ②  土曜日及び小学校の休業日（長期休業日を含む）は、午前８時から午後６時まで 

※上記②は、午後５時に到達した時点で放課後児童クラブに児童がいない場合は、開所時間を

短縮することができる。 

 

９ 委託期間 

 令和２年１０月１日から令和３年３月３１日までとする。ただし、契約締結の翌日から令和２年

９月３０日までの間を開設準備期間とし、業務の開始準備や支援員等の確保等を行うものとする。 
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１０ 受託者が行う業務 

業務の範囲は次のとおりとする。なお、業務の執行は受託者が自ら行うことを原則とするが、

部分的な業務については、市の承諾を得て専門の事業者に委託できるものとする。 

(１) 児童の健全な保育に関する業務 

①  児童の健康管理 

児童の健康状態については、学校・保護者との連携により日常的に把握し、異常が認められ

る場合は、保護者への連絡など状況に応じた適切な対応を行うこと。 

②  安全確保 

事故の未然防止に努めるとともに、けがをした場合の応急処置や医療機関への連絡体制など

を整えること。また、台風、火災、地震、不審者の侵入など緊急時の対応については、マニュ

アル・計画等を整備し、避難訓練の実施、学校、警察との連携、安全対策物品の常備など、児

童の安全確保に努めること。 

③  入所児童の生活指導、遊び等の指導、情緒の安定 

集団での生活や遊びを通じて児童の情緒の安定を図り、自主性、社会性を培う指導を行うこ

と。 

(２) 事業の運営及び施設管理に関する業務 

①  出欠席簿及び活動日誌の作成 

児童の出欠状況を把握するとともに、活動日誌により日々の業務内容を記録し、支援員間の

引継ぎを円滑に行うこと。 

②  年間・月間指導計画等の作成 

年間指導計画は、年間目標、行事予定、開所日（休所日）を記載すること。 

また、月間指導計画は、月間目標、開所日（休所日、行事）予定を記載すること。勤務表を

作成する場合は、適切な人員配置を行い作成すること。 

③  施設、設備、備品の管理と環境整備 

   日常的に施設、設備の点検を実施し、安全対策や危険箇所の事前把握、防犯対策、安全管理

を徹底すること。また、備品の適正管理を行い、日ごろから施設内の清掃を行い、適正な環境

整備に努めること。 

④  児童の来所及び帰宅について 

長期休暇時の児童の来所については、必ず保護者もしくは代理者の付き添いでの送りを必要

とし、帰宅も必ず保護者もしくは代理者の迎えを必要とすること。 

⑤  おやつの購入及び準備 

毎月おやつ代を利用者から集金し、おやつを購入、提供すること。おやつ代の会計について

は、委託料とは明確に区分し、適正かつ正確に、記録、管理、保管しなければならない。 

また、おやつ代の徴収額、支出額については、保護者の理解を得ながら、地域間で差が生じ

ないよう統一化に向けて進めること。 

⑥  学校との連絡及び調整、地域関係団体との連絡及び調整 

⑦  行事や活動の企画と記録 

(３) 利用者対応に関する業務 

①  保護者との連携及び協力 

運営においては保護者との連携・協力を密に行うこと。 
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②  意見、苦情の対応 

受託者は、事業の運営方法等について、保護者から苦情等を受けた場合は、迅速かつ適切な

対応を行い誠意ある解決を図るとともに、その内容や結果を市に速やかに報告すること。 

(４) その他、事業の運営に必要な業務 

前項までに掲げる事項以外に、事業の適正な管理及び運営上必要な業務があるときは、市と

協議の上実施すること。 

 (５) 書類の整備及び管理 

受託者は次に掲げる書式を整備し、適正な管理を行うこと。・ 

①  利用者名簿 

②  児童出欠席簿 

③  活動日誌 

④ 登録・利用人数報告書 

⑤ 国庫補助算定人数報告書 

⑥  支援員（補助員）の出勤簿 

⑦  おやつ代の出納 

⑧ 事故報告書（事故が発生した場合（軽微な場合を含む）に受託者から市に報告するもの） 

  

１１ 支援員等について 

事業において、利用者の支援に従事する職員（以下「職員」という。）は、次に掲げる者とする。 

（１）支援員等の体制及び資格等 

受託者は、事業の運営にあたり次に掲げる統括責任者、業務責任者、支援員及び補助員（以

下「支援員等」という。）を配置し、職員の体制を整えること。 

①  統括責任者 

受託者は、市及び学校等との連絡調整を行い、支援員へ指示を行う統括支援員を１人配置

すること。統括責任者は、放課後児童支援員の実務経験のある者とし、その資質及び能力に

おいて、支援員を指導するにふさわしい者であること。統括責任者は、主に次の業務を行う

こと。 

ア 現場の巡回 

イ 市及び学校との連絡調整、報告 

ウ 苦情対応、助言 

エ 放課後児童クラブの指導管理 

オ 放課後児童クラブ支援員等からの相談、人事管理 

カ おやつ代の徴収（徴収管理含む） 

②  放課後児童支援員（主任支援員） 

各施設の責任者として、主任支援員を１人配置すること。 

五所川原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第１１条第

３項に規定する放課後児童支援員であること。 

③  放課後児童支援員 

五所川原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第１１条第

３項に規定するもの。 
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④  補助員 

児童の保育に知識や経験を持ち、子育て支援に意欲がある者 

（２）職員の配置 

①  統括責任者を含め４３人以下の体制にすること。 

②  １つの小学校等において複数の教室がある場合、児童数が少ないなど業務に支障がないと

きは、開所教室は１教室としてもよいものとする。 

（３）支援員等の研修 

受託者は、支援員等の資質向上のための研修会に参加する機会を積極的に確保することと

し、支援員等は、研修会に積極的に参加し、児童の自主性、社会性及び創造性を高める遊び

の指導等自己研鑽に努めること。 

（４）支援員等の処遇 

①  受託者は現に雇用している職員を最大限継続雇用するように努めること。 

②  継続雇用職員の待遇については市と同等以上とすることとし、児童の安全を守り、健全な

育成を行う者にふさわしいものとすること。 

③ 支援員の採用にあたっては、地元からの採用を優先すること。（採用基準を満たさない場合

はこの限りでない） 

 

１２ 選任の報告 

本業務を開始しようとするときは、担当する支援員等について、履歴書の写し及び資格を証す

る書類の写しを添えて市に提出すること。なお、支援員等に変更があった場合も同様とする。 

 

１３ 支援員等の研修 

職員は、児童の成長段階にあった適切な対応ができるよう資質の向上に努めること。 

(１) 受託者は、支援員等の専門性の向上を目的とした研修を実施し、市へ研修の報告を行うこと。 

(２) 支援員等は、青森県知事等が主催する研修に積極的に参加すること。 

(３) 支援員等は、児童の自主性、社会性及び創造性を高める遊びの指導等自己の研鑽に努める

こと。 

 

１４ 衛生管理等 

（１）事業の受託者は、利用者の使用する設備等について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必

要な措置を講じること。 

（２） 感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めること。 

（３）必要な医薬品その他医薬品を備えるとともに、それらの管理を適正に行うこと。 

 

１５ 事故発生時の対応 

（１）事故等が発生したときは、直ちに適切な措置を講じるとともに、その内容等を速やかに市

に報告すること。 

（２）事故等の発生に対し、速やかに事故の原因等を究明し、今後の対応策と併せて市に事故報

告書を提出すること。 

１６ 業務分担等の区分について 
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（１）業務分担区分については「別表２」のとおりとする。 

（２）費用分担区分については「別表３」のとおりとする。 

（３）リスク分担については「別表４」のとおりとする。 

（４）表中にないリスク及び疑義等が生じたときは、市と協議して決定するものとする。 

 

１７ 貸付備品 

（１）市は、受託者に対し本委託事業遂行上必要な備品を無償で貸与し、受託者は管理者の責任

をもって使用するものとする。 

（２）受託者が市の備品を借用する場合は、「借用願」を市に提出すること。 

※借用願の様式は問わない。 

 

１８ 保険等の加入 

（１）通常の保育活動に際して発生する児童の負傷等に対応するため、利用児童は青森県ＰＴＡ

安全互助会（学校管理下外損害保険）に加入しなければならない。 

（２）本業務に起因して、児童等に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う場合の補償のため、

受託者は賠償責任保険に加入すること。 

 

１９ 損害賠償 

故意又は過失により受託者の責に帰すべき理由によって施設等の損壊や児童等にケガを負わせ

たときは、市は受託者に損害の賠償を請求することができる。 

 

２０ 経理等 

（１）業務委託料の支払時期及び支払方法等については、市と協議して決定するものとする。 

（２） 行事に伴い徴収する実費費用は受託者の収入とするが、明確に区分できるようにすること。 

（３）市は運営の適正化を図るため、受託者に対して、当該運営に係る業務又は経理の状況に関

し報告を求め、調査し、又は必要な指示をすることができる。 

 

２１ 実績報告書の提出 

 受託者は、その年の年度末に、実績報告書を提出するものとする。実績報告書は、子ども・子

育て支援交付金及び青森県地域子ども・子育て支援事業補助金の実績報告に必要な事項を報告す

ること。 

 

２２ 苦情等の対応 

 受託者は、本業務について保護者から苦情等を受けた場合は、適切な対応を行い、誠意ある解

決を図るとともに、その内容及び結果等を市に報告すること。 

 

２３ 委託契約の解除 

市は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委託契約を解除、又は期間を定めて本

業務の全部又は一部の停止を命じることができる。 

（１）受託者の責めに帰する理由により契約の履行期限までに契約を履行しないとき。 
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（２）業務に際し不正行為があったとき。 

（３）受託者が、市が行う報告の要求、実地調査又は必要な指示に従わないとき。 

（４）受託者による運営を継続することが適当でないと市が認めたとき。 

（５）その他市が必要と認めるとき。 

 

２４ 個人情報の保護 

 受託者は、本業務の履行にあたり、五所川原市個人情報保護条例（平成 17 年条例第 10 号）を

遵守しなければならない。 

 

２５ 業務の引継ぎ 

 受託者は、本業務について業務マニュアルを作成すること。なお、委託期間が満了し、又は委

託契約を取り消されたときは、速やかに本業務に関する事務を整理し、業務マニュアル及び関係

書類（データ）を含め、市と市が指定する者に対して業務の引継ぎを行うこと。 

 

２６ 協議 

 本仕様書に規定するもののほか、本業務の内容及び処理について疑義が生じたときは、市と協

議して決定するものとする。 

 


